
 

 

個人情報ファイル簿（単票）  【長寿介護課・高齢者福祉係】 

個人情報ファイルの名称 敬老事業対象者名簿 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老事業補助金交付事務における対象者把握のため 

記録項目 

1地区、2地区コード、3世帯番号、4住民番号、5カナ氏名、

6氏名、7性別、8生年月日、9年齢、10郵便番号、11住所、

12世帯主名、13続柄、14施設名 

記録範囲 

８月１日現在においてさぬき市の住民基本台帳に登録され

ている者のうち、当該年の９月１５日までに満８０歳以上と

なる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 敬老事業実施団体 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）   【長寿介護課・介護保険係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＣＷＥＬ 介護保険システム（保険料賦課・徴収管理） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の保険料の賦課・徴収 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5年齢、6国籍、 

7電話番号、8個人番号、9所得・収入、10課税・納税状況、

11公的扶助、12口座番号、13入所施設 

記録範囲 
さぬき市介護保険被保険者本人、配偶者及び世帯構成者、申

請者 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内の他課、国・県・他の市町村、公共的・公

益団体、民間事業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）   【長寿介護課・介護保険係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＣＷＥＬ 介護保険システム（資格管理） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の資格管理 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5年齢、6国籍、 

7電話番号、8個人番号、9所得・収入、10課税・納税状況、

11公的扶助、12口座番号、13入所施設 

記録範囲 
さぬき市介護保険被保険者本人、配偶者及び世帯構成者、申

請者 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内の他課、国・県・他の市町村、公共的・公

益団体、民間事業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）   【長寿介護課・介護保険係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＣＷＥＬ 介護保険システム（認定管理） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の要支援・要介護認定 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5年齢、6電話番号、 

7個人番号、8公的扶助、9家族状況、10親族・続柄、 

11居住状況、12心身状況、13傷病名、14傷病歴、 

15治療内容、16健康状態 

記録範囲 
さぬき市介護保険被保険者本人、家族、介護支援専門員、申

請者 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内の他課、国・県・他の市町村、公共的・公

益団体、民間事業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）   【長寿介護課・介護保険係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＣＷＥＬ 介護保険システム（給付管理） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の給付管理 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5年齢、6電話番号、 

7個人番号、8所得・収入、9課税・納税状況、10公的扶助、 

11口座番号、12入所施設 

記録範囲 
さぬき市介護保険被保険者本人、配偶者及び世帯構成者、申

請者 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内の他課、国・県・他の市町村、公共的・公

益団体、民間事業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票） 【長寿介護課・地域包括支援係】 

個人情報ファイルの名称 
ウインケア（窓口業務ファイル）（介護予防・生活支援サー

ビス業務） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防・生活支援サービス業務を行うため 

記録項目 

1 利用者情報（利用開始日、利用前経緯、担当者、委託先事

業者、担当者）、2予防内容（サービス内容、事業者名、日時）、

3支援計画（適用期間、作成日、初回） 

記録範囲 介護予防・生活支援サービス利用者 

記録情報の収集方法 サービス提供事業所及び介護予防支援業務委託施設 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票） 【長寿介護課・地域包括支援係】 

個人情報ファイルの名称 ウインケア（相談業務） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 総合相談支援業務を行うため 

記録項目 

1 登録情報（相談年月日・時間、相談方法、相談経緯、担当

者名）、2本人情報（氏名、性別、生年月日、年齢、電話番号、

住所、地区）、3相談者情報（相談者氏名、住所、電話番号、

本人との関係）、4相談内容、5相談対応 

記録範囲 支援が必要な高齢者や家族、地域の関係者 

記録情報の収集方法 本人、家族、地域の関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票） 【長寿介護課・地域包括支援係】 

個人情報ファイルの名称 ウインケア（窓口業務ファイル）（介護予防支援業務） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防支援業務を行うため 

記録項目 

1 利用者情報（利用開始日、利用前経緯、担当者、委託先事

業者、担当者）、2予防内容（サービス内容、事業者名、日時）、

3支援計画（適用期間、作成日、初回） 

記録範囲 ６５歳以上の高齢者、要支援認定者 

記録情報の収集方法 サービス提供事業所及び介護予防支援業務委託施設 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


